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介護保険も障害サービスも
使わない方

介護保険を利用される方

障害福祉サービスのみを使う方

介護保険も障害サービスも
使う方
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高齢者？障害者？
介護保険？障害福祉サービス？



介護保険制度と障害福祉サービスの比較①

介護保険制度 障害福祉サービス

根拠法令 介護保険法 障害者総合支援法

サービスの対象者

６５歳以上の方
及び

４０歳以上で特定疾病が原因で

介護が必要となった方

障害者総合支援法に定める

障害者・児

実施主体 市町村 市町村

財源
主に介護保険料

（その他に公費等）
税

サービス体系
介護給付、予防給付

地域支援事業
介護給付、訓練等給付

地域相談支援
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介護保険制度と障害福祉サービスの比較②

介護保険制度 障害福祉サービス

サービス利用 要介護度に応じて利用可能 サービスごとに支給決定

給付上限の設定
要介護度に応じた

区分支給限度基準額

支給決定において

個別に支給量を設定

利用者負担
応益負担

（サービス量の１割負担）

応能負担

（負担能力に応じた負担）

支給決定プロセス

ケアマネジメント

要介護度の認定
（→介護認定審査会）

居宅介護支援
（→介護支援専門員）

障害支援区分の認定
（→市町村審査会）

計画相談支援
（→相談支援専門員）

支給決定（市町村）

事業者指定
都道府県

地域密着型サービスは市町村
都道府県

特定相談支援事業は市町村
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併給が考えられる障害福祉サービスメニュー①

日中活動（通所）系サービス

具体的に利用が考えられる通所サービスの一例

・就労継続支援Ａ・Ｂ型

・自立訓練

デイサービスへの移行がスムーズに行われるよう

「就労継続支援Ｂ型」や「生活介護」

とデイサービスを併給する方もいます。



併給が考えられる障害福祉サービスメニュー②

外出支援系サービス

77



併給が考えられる障害福祉サービスメニュー③

訪問系サービス

のーまらいふ杉並
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/index.html

上記以外のサービスについても、案内しています。

介護保険にも同様のメニューがあるサービスです。その方の状況に
合わせ、併給する場合があります。
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障害者総合支援法と介護保険制度の関係

9

介護保険と障害者制度で
共通するサービス

介護保険

障害者施策
【上乗せ部分】

重度障害者に対する介護保険の支給限度額を

超える部分は障害者制度から給付

【横出し部分】

訓練等給付など
介護保険にはない
サービスは障害者
制度から給付

介護保険が適用される場合には、まず、介護保険が共通のサービス
部分をカバーし、その「上乗せ」や「横出し」部分を障害者施策が提供

９
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介護保険サービスと障害福祉サービス併給者は
ケアプランでの包含が原則！

障害者施策課＜支給決定＞

障害福祉サービス介護保険サービス

介護保険サービスと障害福祉サービス併給者について

ケアプラン ケアプランサービス等利用計画

介護保険サービス障害福祉サービス

ケアプランに障害福祉サービスを
包含することで障害福祉サービスの

支給決定ができるケース

障害福祉サービスの支給量や種類の
変更が頻繁で度々の調整が必要となる
ようなケースで区が必要と認めた場合

地域ネットワーク
推進係がお手伝い

１１



①ケアプラン作成時

⇒本人が利用している障害福祉サービスも載せていただく。

②障害福祉サービスの更新時（誕生月更新）

（区から本人あてに更新の申請書を送付し、必要事項を記載の上、返送していた

だいています。申請書の返送がないとサービスの更新ができません。）

⇒直近のケアプランのコピーを障害者施策課地域ネットワーク推進係に提出

していただく。（新たにケアプランを作成する必要はありません）

※上記①②により障害福祉サービスの支給決定、受給者証交付

ケアプランに障害福祉サービスも包含する場合

１２
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ご相談は・・・

杉並区役所 東棟１階 １１番窓口 障害者施策課
℡ ０３－３３１２－２１１１（区役所代表電話）
fax０３－３３１２－８８０８

≪サービス利用、ケアプランへの包含等に関すること≫

地域ネットワーク推進係 内線１１７２・１１７３・１１７５・１１７６・１１８５・１１８６

１５
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共生型サービスとは①
介護保険または、障害福祉サービスのいずれかの指定を受けている事業所が、
もう一方の制度の指定を受け、同一事業所で両方のサービスを提供すること

障害福祉
サービス事業所

介護保険施設

各制度に基づき
明確に分けられている

同じ施設・事業所で両方のサービスを
提供できる

共生型サービス
の指定をとると
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共生型サービスとは②

介護保険 障害福祉サービス

通所サービス 通所介護（デイサービス） 生活介護

ホームヘルプ 訪問介護 居宅介護
重度訪問介護

ショートステイ 短期入所生活介護 短期入所

■サービスの組み合わせ

中でも
介護保険のデイサービス事業所に障害福祉サービスの生活介護
の指定を取ってもらうことを促進したいと考えている。
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障害者総合支援法と介護保険制度の関係

今まで障害福祉サービスを利用されていた方も、
65歳を迎えれば介護保険サービスの対象者となり
ます。

何らかの支援が必要な場合、介護保険サービス
から支給となるのか、障害福祉サービスからの支給
となるのか、あるいは併給する必要があるのか、
個々の状況を確認する必要があります。

介護保険？ 障害福祉サービス？

併給？



１９

○高齢でも若者でも、障害があってもなくても、

ケアマネジメントの理念は同じ

○ニーズに応えるには、どのような策があるか？

１ 本人の力・家族の力 → 自立を支援

２ 地域の資源

（１）フォーマル （２）インフォーマル

を組み合わせて、生活全体を支えていく。

障害者総合支援法と介護保険制度の関係
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